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株主の皆様へ
　

　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあ
げます。
　このたび、当社の第32期（平成24年４月１
日から平成25年３月31日まで）が終了いたし
ましたので、事業の概況をご報告申しあげま
す。
　

　
　
　

平成25年６月
　

取締役社長
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第32期定時株主総会招集ご通知添付書類

事業報告 （平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果
　当連結会計年度における当社グループ
（当社および連結子会社）の業績は、当社
グループが主力とするビルサッシを中心と
した建材事業分野においては、建設投資の
先行指標である着工建築物床面積が小幅な
がら増加するなど回復基調を継続してお
り、堅調に推移しました。一方、形材外販
事業においては、アルミ加工品・アルミ精
密加工品の市場の低迷が続いており、今後
もこの分野の需要動向は厳しい状況が続く
ものと思われます。環境事業においては、
震災の影響で止まっていた飛灰処理設備プ
ラント等の新規物件が動き出し受注活動を
強化しております。
　このような状況の中、当社グループは、
「中期経営３ヵ年計画（平成２３年度～２
５年度）」を策定し、建材事業のコストダ
ウンの継続推進により利益と価格競争力の
確保に努め、また、市場成長性と強みのあ
る事業分野へ経営資源を投入し、グループ
事業構造の改革を図るとともに、会計・人
事システムの共通化、ホストコンピュータ
のダウンサイジングによる経費の削減等、

　
　
グループ経営の一層の効率化・合理化の推進
にグループ全社一丸となって取り組んでいま
す。
　この結果、当連結会計年度の連結経営成績
につきましては、売上高は９２１億２千６百
万円（前年同期比０．６％増）となり、利益
面では営業利益２７億４千万円（前年同期比
６億９千２百万円増）、経常利益２３億４千
２百万円（前年同期比７億１千４百万円増）、
当期純利益３１億１千９百万円（前年同期比
１８億２千１百万円増）と増収増益になりま
した。
　事業セグメント別の業績は、次のとおりで
あります。

（単位：百万円）
事 業 別 売 上 高 (前期比増減率) セグメント利益 (前期比増減額)

建 材 事 業 68,136 ( 4.4 ％) 2,736 ( 1,140 )
形 材 外 販 事 業 19,369 ( △11.1 ％) 914 ( △211 )
環 境 事 業 3,255 ( 3.7 ％) 275 ( △36 )
そ の 他 1,365 ( 1.1 ％) 147 ( △91 )
（注）その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産、運送、保管管理、ＬＥＤ商品等を含んでお

ります。
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〔建材事業〕
　主力の建材事業においては、着工建築物床
面積の増加など市場が小幅ながら回復傾向に
ある中、利益確保の営業に徹したことに加
え、中期経営３ヵ年計画で取り組んでいる収
益改善施策の効果や東日本大震災の復旧需要
への対応に注力した結果、売上高は６８１億
３千６百万円（前年同期比４．４％増）、セ
グメント利益は２７億３千６百万円（前年同
期比１１億４千万円増）と大幅な増収増益に
なりました。
〔形材外販事業〕
　形材外販事業においては、アルミ加工品等
の市場の低迷が続く中、一般形材の受注にも
注力して補いましたが、アルミ地金市況の下
落の影響もあり、売上高は１９３億６千９百
万円（前年同期比１１．１％減）、セグメン
ト利益は９億１千４百万円（前年同期比２億
１千１百万円減）となりました。
〔環境事業〕
　環境事業においては、震災の影響で止まっ
ていた飛灰処理設備プラント等の新規物件が
動き出したことにより受注は順調に推移し、
売上高も当期受注当期売上のメンテナンス工
事に注力した結果、３２億５千５百万円（前
年同期比３．７％増）と増収になりました。
セグメント利益は２億７千５百万円（前年同
期比３千６百万円減）となりました。
〔その他〕
　その他事業には、運送業・不動産業・ＬＥ
Ｄ事業等があり、売上高１３億６千５百万円
（前年同期比１．１％増）、セグメント利益は
１億４千７百万円（前年同期比９千１百万円
減）となりました。

　

(2) 対処すべき課題
　平成２５年度の見通しは、国内景気は政
府・日銀のデフレ脱却を狙う経済・金融政策
や震災復興需要も押し上げ要因となり、建材
事業分野は緩やかな回復基調が続くものと予
想されますが、一方で急激な為替の変動等に
よる原材料費の上昇、電力料金の値上げ、技
術者・技能労働者の不足による労務費の上昇
等の懸念、および消費税率の引き上げを前に
した需要動向等、先行きは不透明な状況が続
くものと考えられます。また、中長期的には
わが国における建築市場は、内外の情勢から
見て縮小傾向が顕著になるものと予想してお
ります。
　このため、従来から取組んでいるリニュー
アル市場の開拓強化や形材外販事業において
新たな用途先の開拓や高付加価値のアルミ加
工品・アルミ精密加工品の受注に注力し、第
二のコア事業に育てる努力に加えて、主力事
業であるビルサッシを中心にした建材事業に
おいて収益力を強化できる抜本的な経営改革
と、安定的な財務基盤確立へ向けた、更なる
合理化・総コスト削減への取組が不可欠であ
ると考えています。
　また、今後の成長分野への取組み強化によ
る収益源の多様化にも次のとおり推進してい
ます。
　環境事業については、全国のゴミ処理施設
の約半数が老朽化による建替えの時期にきて
おり、焼却飛灰処理設備プラントおよびリサ
イクル設備プラントの受注拡大に向けて人員
の増強等の体制整備を行い受注活動を強化し
ております。
　ＬＥＤ事業については、当社が独自開発し
た面発光体ＬＥＤプレートを使用した商品化
第1号のデスクライト『アルエア』を発売し、
大型家電量販店にも採用されました。
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さらに、面発光体ＬＥＤプレートをアルミ押
出形材のケースに装填した多機能ＬＥＤ商品
も発売し、カーテンウォールなど様々な商品
とコラボレーションすることで、光の演出を
省エネ・省スペース化にて実現する提案を推
進しております。
　海外政策においては、「海外生産」拡充に
よるコストダウンから一歩進め、アジア市場
向けサッシの開発・製造・販売に向け、現地
パートナーとの提携等を推進し、早期事業化
に向けた活動を強化しています。
　マグネシウム合金等の新素材開発について
は、当社グループの不ニライトメタル株式会
社を中心にＫＵＭＡＤＡＩ耐熱マグネシウム
合金や難燃性マグネシウム合金などの量産
化・事業化に向けて研究開発に取り組んでお
ります。現在、ユーザー企業へのサンプル供
給を開始するとともに、医療・福祉分野など
独自商品の開発にも取り組んでおり、不ニサ
ッシグループの将来の収益の柱として育てた
いと考えています。
　これらの課題に対処し、営業力および収益
力の強化を図るべく、現在次の諸施策を「中
期経営３ヵ年計画(平成23年度～平成25年度)」
において推進しています。

①ビルサッシ事業（新築）の収益力強化
a.海外生産（フィリピン・マレーシア）の
拡充によるコストダウン
b.資材生産効率化による形材コストの低減
c.選別受注と物件プロセス管理強化による
利益率のアップ　②リニューアル事業への経営資源の投入に
よる売上拡大
a.リニューアル事業の全国展開へ向けた体
制整備によるストック市場を開拓深耕

　

　

③アルミ加工技術力を活かした加工品分野の
強化と新素材の開発
a.アルミ加工品事業の要員を増強し、家
電、ＩＴ、自動車等の分野の顧客営業体
制の強化
b.マグネシウム合金等の新素材の開発と新
たな用途先の開拓

④環境事業の拡充、ＬＥＤ事業等の成長分野
への進出による収益源の多様化
a.都市ゴミ焼却施設の飛灰処理設備プラン
トの拡販とメンテナンス営業への注力
b.ＬＥＤ事業の用途開拓と営業力強化　⑤グループ経営の効率化等による合理化推進
a.会計、人事システム共通化による間接経
費の削減
b.ホストコンピュータのダウンサイジング
による経費削減
c.事務所スペース有効活用による経費削減
d.子会社の経費人件費削減　⑥財務体質の改善
a.収益力強化による自己資本の充実と有利
子負債の圧縮　⑦アライアンス
a.平成21年３月30日付で文化シヤッター株
式会社と締結した「資本および業務提携
に関する基本合意書」に基づく、資本・
業務提携シナジーの継続的な追求　⑧サッシ及びアルミ加工品分野のアジア市場
への営業展開の推進
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　以上の諸施策の遂行により、中期経営３
ヵ年計画の最終年度（平成25年度）におい
て、以下の数値目標を達成すべく経営努力
をしてまいります。
【数値目標（連結ベース）】
売上高 1,000億円以上
営業利益率 3.0％以上
有利子負債残高 260億円以下
ビルサッシ（新
築）事業比率

平成22年度比5％ダウン
（参考：平成22年度の比率
　52.5％）

　中期経営３ヵ年計画の２年目にあたる当
連結会計年度の連結成績は、売上高は計画
数値に対して若干とどきませんでしたが、
利益面では、営業利益、経常利益、当期純
利益ともに計画数値を達成いたしました。

　なお、当連結会計年度の連結業績は、３
期連続黒字化を達成し、個別業績について
２期連続の黒字となりましたが、優先株式
の処理など財務上の重要な課題を抱えてお
りますので、当期の配当金につきまして
は、誠に遺憾ながら無配とさせていただき
たいと存じます。
　株主の皆様のご期待にお応えできないこ
とにつきまして、衷心よりお詫び申しあげ
ます。
　引き続き、安定的な収益基盤の確立、強
固な財務体質の構築を目指し、復配の実現
に向けて最大限の努力を続けてまいる所存
であります。　

(3) 設備投資の状況
　当連結会計年度における設備投資の総額は
１６億６千４百万円で、そのうち、当社にお
きましては、加工設備を中心に２億４千１百
万円、不二ライトメタル株式会社におきまし
ては、ＫＵＭＡＤＡＩ耐熱マグネシウム合金
関連設備、生産用金型を中心に１２億５千６
百万円の設備投資を実施しました。

(4) 資金調達の状況
　株式会社りそな銀行と総額８０億円のコミ
ットメントライン契約を締結しており、当連
結会計年度末における借入実行残高は６４億
円となっております。

(5) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割
の状況
　該当する事項はございません。
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(6) 財産および損益の状況の推移
　

区 分

平成21年度
第 29 期

平成22年度
第 30 期

平成23年度
第 31 期

平成24年度
第 32 期

(当連結会計年度)

（自平成21年４月１日
至平成22年３月31日）（自平成22年４月１日

至平成23年３月31日）（自平成23年４月１日
至平成24年３月31日）（自平成24年４月１日

至平成25年３月31日）
売 上 高 (百万円) 91,168 89,676 91,558 92,126
経 常 損 益 (百万円) △ 1,022 640 1,627 2,342
当 期 純 損 益 (百万円) △ 1,679 570 1,298 3,119
１株当たり当期純損益 　 (円) △ 17.08 5.80 13.21 31.75
総 資 産 (百万円) 69,978 69,508 74,262 78,208
純 資 産 (百万円) 4,967 5,422 6,920 10,447

　

（注）１株当たり当期純損益は、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」を適用して算出しております。
　

≪平成21年度(第29期)≫
アルミ建材業界におきましては、不動産・マンショ
ン市場の低迷の長期化、新設住宅着工戸数の大幅な
落ち込み等、建築市場はさらに縮小し、事業環境は
依然として厳しい状況が続きました。
このような状況のもと、コストダウンや設備投資・
経費の抑制、人件費等の固定費の削減などの他、一
時帰休の実施や希望退職を含む人員削減等の合理化、
役員報酬の減額幅の拡大など、新たな経営合理化策
を実施しましたが、売上高は減収となり、利益面で
は前年同期と比べ改善しておりますが、損失計上と
なり、誠に不本意な結果となりました。
≪平成22年度(第30期)≫
アルミ建材業界におきましては、住宅サッシ分野は
政府の住宅購入者向けの優遇政策もあり回復の動き
もありましたが、当社グループが主力とするビルサ
ッシ分野は、緩やかな回復ペースにとどまり、依然
として厳しい状況が続きました。
このような状況のもと、市場規模縮小等に対応した
国内生産の縮小と海外生産へのシフト等の生産体制

の見直し、人員の削減、設備投資の抑制、経費の追
加削減、非効率営業拠点の統廃合、発注合理化等の
抜本的なコストダウンに取り組んだ結果、３期ぶり
に黒字化を達成することができました。
　

≪平成23年度(第31期)≫
アルミ建材業界におきましては、マンション着工戸
数の回復により持ち直しの動きがあったものの、緩
やかな回復基調にとどまり、依然として厳しい状況
が続きました。建材以外のアルミ形材や加工品等の
分野におきましては海外シフトが加速し国内市場が
縮小するなどの影響がでました。
このような状況のもと、建材事業のコストダウンの
継続推進により利益と価格競争力の確保に努め、ま
たホストコンピュータのダウンサイジングによる経
費の削減等、グループ経営の一層の効率化・合理化
の推進にグループ全社一丸となって取り組むととも
に、震災復旧需要への対応や省エネ商品の拡販に努
めた結果、増収増益となりました。
　

≪平成24年度(第32期)≫
前記「(1) 事業の経過およびその成果」に記載のとお
りであります。
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(7) 主要な事業内容
　① サッシその他の建築材料の製造・販売・施工
　② 各種アルミニウム製品の製造・販売・施工
　③ 環境保全用機器・設備の製造・販売・施工
　④ 取替サッシ、ビル外壁改装の製造・販売・施工
　⑤ 不動産の売買・賃貸
　
(8) 主要な事業所
　

会 社 名 事 業 所 名 所 在 地 会 社 名 事 業 所 名 所 在 地

不二サッシ株式会社 本 社 神奈川県川崎市 関西不二サッシ株式会社 本 社 工 場 大 阪 府 高 槻 市

営 業 本 部 東 京 都 品 川 区 日海不二サッシ株式会社 本 社 工 場 石 川 県 金 沢 市

関 東 支 店 埼玉県さいたま市 不二サッシリニューアル株式会社 本 社 神奈川県川崎市

東 京 支 店 東 京 都 品 川 区 不二サッシ(マレーシア)
SDN.BHD. 本 社 マ レ ー シ ア

横 浜 支 店 神奈川県横浜市 不二倉業株式会社 本 社 東 京 都 品 川 区

名古屋支店 愛知県名古屋市 不二サッシサービス株式会社 本 社 千葉県我孫子市
大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市 協同建工株式会社 本 社 神奈川県大和市

中四国支店 広 島 県 広 島 市 北海道不二サッシ株式会社 本 社 北 海 道 札 幌 市

シンガポール支店 シ ン ガ ポ ー ル 株式会社不二サッシ東北 本 社 宮 城 県 仙 台 市

千 葉 工 場 千 葉 県 市 原 市 株式会社不二サッシ関東 本 社 東京都千代田区

大 阪 工 場 大 阪 府 高 槻 市 株式会社不二サッシ東海 本 社 愛 知 県 稲 沢 市

不二ライトメタル株式会社 本 社 工 場 熊 本 県 玉 名 郡 株式会社不二サッシ関西 本 社 大 阪 府 吹 田 市

東日本事業部 千 葉 県 市 原 市 株式会社不二サッシ中四国 本 社 広 島 県 福 山 市

東 京 支 店 東 京 都 中 央 区 株式会社不二サッシ九州 本 社 福 岡 県 福 岡 市

大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市 奈良不二サッシ販売株式会社 本 社 奈 良 県 奈 良 市
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(9) 重要な子会社の状況
　

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容
百万円 ％

不二ライトメタル株式会社 2,000 100.0 各種アルミニウムその他の金属製品の設
計・製造・販売・施工

関西不二サッシ株式会社 100 100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工

日海不二サッシ株式会社 100 99.9 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工

不二サッシリニューアル株式会社 26 100.0 取替サッシ、ビル外壁改装の製造・販売・施工

不二サッシ(マレーシア)
SDN.BHD.

百万マレーシア・リンギット
45

(2,128百万円)
100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工

不 二 倉 業 株 式 会 社
百万円
400 100.0 貨物自動車運送業

不二サッシサービス株式会社 30 100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・メンテナンス

協 同 建 工 株 式 会 社 50 100.0 建築工事ならびに内装工事の請負および施工

北海道不二サッシ株式会社 20 100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工

株式会社不二サッシ東北 230 100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工

株式会社不二サッシ関東 100 100.0 サッシその他の金属製建具の販売・施工

株式会社不二サッシ東海 50 100.0 サッシその他の金属製建具の販売

株式会社不二サッシ関西 50 100.0 サッシその他の金属製建具の販売

株式会社不二サッシ中四国 100 100.0 サッシその他の金属製建具の販売・施工

株式会社不二サッシ九州 250 100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工

奈良不二サッシ販売株式会社 40 100.0 サッシその他の金属製建具の販売
（注）日海不二サッシ株式会社は平成24年11月30日をもって、370百万円減資し、資本金が100百万円となりました。
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(10) 従業員の状況
事業の種類別セグメント名 従 業 員 数 前期末比増減

建 材 事 業 1,782 名 29 (増) 名

形 材 外 販 事 業 1,159 18 (減)

環 境 事 業 37 4 (増)

そ の 他 126 7 (増)

全 社 ( 共 通 ) 53 2 (減)

合 計 3,157 20 (増)
　

（注）１．その他は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
　 ２．全社（共通）として記載されている従業員は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものでありま

す。
　
(11) 主要な借入先

借 入 先 借 入 金 残 高
百万円

株式会社 りそな銀行 14,360
（注）上記金額には、株式会社りそな銀行との総額80億円のコミットメントライン契約に基づく、借入実行残高64億円が含まれてお

ります。

2. 会社の株式に関する事項（平成25年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 普 通 株 式 157,000,000株
第２種優先株式 1,500,000株
第３種優先株式 1,500,000株

(2) 発行済株式の総数 普 通 株 式 98,334,867株（うち、自己株式の数 58,690株）
第２種優先株式 1,500,000株
第３種優先株式 1,500,000株
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(3) 株 主 数 普 通 株 式 15,917名
第２種優先株式 1名
第３種優先株式 1名

(4) 大 株 主 （上位１０名）
　

株 主 名
持 株 数

持 株 比 率
普 通 株 式 第 ２ 種

優 先 株 式
第 ３ 種
優 先 株 式 合 計 株 式

　千株 　千株 　千株 　千株 　％
文 化 シ ヤ ッ タ ー 株 式 会 社 29,626 29,626 29.25

大 栄 不 動 産 株 式 会 社 5,349 5,349 5.28

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,857 1,500 1,500 4,857 4.80

蛇の目ミシン工業株式会社 2,100 2,100 2.07

不 二 サ ッ シ 社 員 持 株 会 1,672 1,672 1.65

三 井 物 産 株 式 会 社 1,474 1,474 1.46

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 1,438 1,438 1.42

加 藤 邦 夫 1,213 1,213 1.20

松 井 証 券 株 式 会 社 1,076 1,076 1.06

楽 天 証 券 株 式 会 社 1,001 1,001 0.99
　

（注）持株比率は、自己株式（58,690株）を控除して計算しております。

　
3. 会社の新株予約権等に関する事項（平成25年３月31日現在）
　 該当する事項はございません。
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4. 会社役員の状況（平成25年３月31日現在）
(1) 当社の取締役および監査役
　

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 土 屋 英 久 社長執行役員

代 表 取 締 役 石 橋 雅 夫 専務執行役員、監査部・管理本部海外事業部担当

取 締 役 大 江 敬 文 常務執行役員、営業本部 住宅建材営業部・特需事業
部・LED事業部担当

取 締 役 柳 澤 孝 司 常務執行役員、管理本部長

取 締 役 石 堂 金 也 常務執行役員、経営企画室・管理本部経営管理部担
当

取 締 役 外 山 敏 昭 執行役員、生産本部長

取 締 役 吉 田 勉 執行役員、営業本部長

取 締 役 梅 原 敏 執行役員、環境事業部担当

常 勤 監 査 役 原 田 賢二郎

常 勤 監 査 役 児 嶋 良 造

監 査 役 木 村 博 一 むさし証券株式会社社外監査役

監 査 役 妹 尾 佳 明 弁護士（ＭＯＳ合同法律事務所）
　

（注） 1．監査役のうち木村博一、妹尾佳明の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。なお、当社は妹尾佳明
氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2．当期中の退任取締役は次のとおりであります。
退任時の会社
における地位 氏 名 退任時の担当および

重要な兼職の状況 退 任 日

取 締 役 田 中 昌 弘 専務執行役員、営業本部長 平成24年06月28日（辞任）
取 締 役 相 談 役 吉 本 直 史 平成24年06月28日（辞任）
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(2) 取締役および監査役の報酬等の総額
　

区 分 支 給 人 員 支 給 額 摘 要

取 締 役 １０ 名 133,950 千円

監 査 役 ４ 名 32,580 千円 うち社外監査役 ２名 7,980 千円

合 計 １４ 名 166,530 千円
　

（注）1．上記には、平成24年６月28日開催の第31期定時株主総会終結の時をもって辞任した、取締役２名を含んでおります。
2．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3．取締役の報酬限度額は、平成２年６月28日開催の第９期定時株主総会において、年額４億５千万円以内（ただし、使用人分
給与は含まない。）と決議いただいております。

4．監査役の報酬限度額は、平成２年６月28日開催の第９期定時株主総会において、年額８千万円以内と決議いただいておりま
す。

　
(3) 社外役員に関する事項

　① 重要な兼職先との関係および当事業年度における主な活動状況
氏 名 重要な兼職先と当社との関係 当社での主な活動状況

木 村 博 一 当該事項なし
当事業年度開催の取締役会と監査役会の全てに出席している他、
その他の重要な会議に出席し、主に法令や定款の遵守に係わる見
地から、適宜必要な意見を述べております。

妹 尾 佳 明 当該事項なし
当事業年度開催の取締役会と監査役会の全てに出席している他、
その他の重要な会議に出席し、主に弁護士としての専門的見地か
ら、適宜必要な意見を述べております。

　
　② 責任限定契約の内容の概要

当社は会社法第427条第１項に基づき、各社外監査役との間で責任限定契約を締結してお
り、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金500万円または法令の定める最低責任限
度額のいずれか高い額となります。
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5. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称
　東陽監査法人
　
(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は会社法第427条第１項に基づき、会
計監査人との間で責任限定契約を締結してお
り、当該契約に基づく損害賠償責任限度額
は、金500万円または法令の定める最低責任
限度額のいずれか高い額となります。
　
(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　① 当社の会計監査人としての報酬等の額

55百万円
② 当社および当社子会社が支払うべき金
銭その他の財産上の利益の合計額

63百万円
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において会社法

に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬の額を区分しておりませんので、①の金額には
金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めて
おります。

　
(4) 非監査業務の内容
　該当する事項はありません。
　
(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社は、会社法第340条に定める監査役会
による会計監査人の解任のほか、会計監査人
の適格性、独立性を害する事由等の発生によ
り、適正な監査の遂行が困難であると認めら
れる場合、監査役会の同意を得たうえで、ま
たは監査役会の請求に基づいて、会計監査人
の解任または不再任に関する議案を株主総会
に提案いたします。
(6) 子会社の監査に関する事項
　当社の子会社である不二サッシ（マレーシ
ア）SDN.BHD.は、Deloitte KassimChanによ
る監査を受けております。

6. 業務の適正を確保するための体制
　当社が業務の適正を確保するための体制と
して取締役会において決議した事項は次のと
おりであります。
　当社は、会社法第362条第５項および会社
法施行規則第100条に基づき、当社の「取締
役の職務の執行が法令および定款に適合する
ことを確保するための体制その他株式会社の
業務の適正を確保するために必要な体制」
（以下、「内部統制システム」という。）の構
築について、当社の「経営理念」および「不
二サッシ・コンプライアンス行動規範」に則
り、その基本方針を下記のとおり定めており
ます。
　

記
　
(1) 内部統制システム構築の目的
① 内部統制システムの構築は、効率的で
適法な企業体制を作ることを目的とし、
取締役会で決議した「内部統制システム
の整備に関する基本方針」に則り、担当
部門の下で、可及的速やかに実行すべき
ものとし、かつ、不断の見直しによって
その改善を図るものとする。
② 当社は、別に定める「財務報告に係る
内部統制の基本方針」に基づき、適正な
財務報告および連結ベースの財務報告を
作成するための体制を構築・整備する。

(2) 取締役および使用人の職務執行が法令お
よび定款に適合することを確保するための
体制
① 当社は、平成15年４月より、法令遵守
および企業倫理意識を高め遵法体制を築
くため、コンプライアンス統括室を設置
するとともに、「不二サッシ・コンプラ
イアンス行動規範」を制定し、取締役お
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　よび使用人が、日々の業務を遂行してい
くうえで誠実かつ適切な行動をするため
の共通の価値観・倫理観である基本方針
を定めた。
　また、「不二サッシ・コンプライアン
ス行動基準」を制定し、取締役および使
用人が、日々の業務を遂行していくうえ
で実践すべき具体的な行動を定めた。
　これら行動指針は、当社および連結子
会社（以下、「不二サッシグループ」と
いう。）各社において機関決定を行い、
その周知に努めるものとする。
② 取締役および使用人に、法令、定款の
遵守を徹底するため、社内報および社内
通達等においてコンプライアンスを自ら
の問題としてとらえ業務にあたるよう、
適宜指導・教育を行う。
　また、この一環として平成19年10月に
「不二サッシコンプライアンスマニュア
ル」を発行し、不二サッシグループの役
員、使用人等一人ひとりが、日々の継続
的な活動のなかで自らコンプライアンス
を実践していくよう、教育を推進してい
る。
③ 「不二サッシ企業倫理ホットライン」
を開設し、不二サッシグループならびに
不二サッシグループの役員、使用人等に
おけるコンプライアンス違反についての
通報を受け付け、適正に対処する。当社
は、通報者に対して不利益な取扱いを行
わない。
④ 取締役および使用人は、市民生活の秩
序や安全に脅威を与える反社会的勢力に
対して、断固とした姿勢で臨み、関係を
一切遮断する。また、暴力団排除条例に
基づき、反社会的勢力の活動を助長し、

　その運営に資することとなる利益の供与
は行わない。

　
(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存お
よび管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報・文書（以
下、「情報等」という。）の取扱いは、法令お
よび社内規程に基づき適切に保存および管理
（廃棄を含む。）を行う。
　また、情報等の管理については、「情報セ
キュリティ・ポリシー」および「個人情報の
取扱いについて（プライバシー・ポリシー）」
において基本方針を定めている。
　
(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の
体制
① 当社のリスク管理体制は、決裁規程な
どの社内規程・マニュアル等に基づき業
務執行ルールを明確にするとともに、経
理面においては、各部門長による自立的
な管理を基本としつつ、総合企画部およ
び経営管理部経理部が計数的な管理を行
い、また、他の部門から独立した組織で
ある監査部において、不二サッシグルー
プを含めた厳正な業務監査を実施し、コ
ンプライアンス統括室において、企業活
動における法令遵守と倫理に基づく行動
の徹底と実践の啓蒙を行う。
② 平成11年２月より、当社を取り巻くリ
スクが発生した場合、迅速で正確な事実
把握と会社としての的確な対応を速やか
に決定するため、「緊急対策検討委員会」
を設置し、会社の危機管理体制の徹底を
図っている。
③ 当社は環境基本方針・行動指針に基づ
き、「環境マネジメントシステム」を導
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　入し、環境保全活動を進めるとともに、
「中央環境管理委員会」において、環境
施策の検討や情報交換を行う。更に、環
境問題に関するリスクに対応するため、
平成17年11月に環境安全部を設置し、公
害防止、環境保全に関する統括管理を行
うとともに、平成18年４月に「環境管理
連絡会」を設置し、不二サッシグループ
の公害防止対策に関する体制の整備を強
化した。
④ 従来の建材に関する品質管理・保証だ
けでなく、不二サッシグループの非サッ
シ分野における品質管理・保証体制を整
備するため、平成18年６月に品質保証部
を新設した。
　更に、不二サッシグループ各社が製
造・販売する製品の安全確保に関する指
針を、平成20年４月に「不二サッシグル
ープ製品安全行動指針」として定めると
ともに、製品事故情報が速やかに報告さ
れるよう「ＦＳ事故情報報告制度」を制
定し、不二サッシグループおよび特約店
等の取引先に対して周知を図っている。
また、顧客満足や安心・安全な商品提供
のために必要なすべての計画的・体系的
な活動を不二サッシグループ全体で実施
するため、「品質管理委員会」や「中央
規格委員会」において品質情報の共有化
や水平展開ならびに規格の整備を行うと
ともに、品質パトロール（監査）を通じ
て品質保証体制の強化を図っている。
⑤不二サッシグループ各社に対して、通達
等により反社会的勢力との関係排除を周
知するとともに、暴力団排除条例に基づ
き、諸規程および契約書式等の整備を図
った。

(5) 取締役の職務の執行が効率的に行われる
ことを確保するための体制
① 当社は、定例の取締役会を毎月１回開
催し、重要事項の決定および執行役員の
業務執行状況の監督等を行う。
② 業務執行のマネジメントについては、
法令および取締役会規程により定められ
ている事項ならびにその付議基準に該当
する事項については、すべて取締役会に
付議する。また、取締役会の下に、社長
が議長を務め、執行役員で構成される経
営審議・業務執行会議（以下、「経営会
議」という。）を設置し、経営に関する
重要事項について、取締役会の議論を充
実させるべく事前審議を行うとともに、
取締役会から委譲された権限の範囲内
で、当社業務の執行方針について意思決
定を行っている。
　なお、取締役会および経営会議に付議
するにあたっては、議題に関する資料に
ついて、事前に、全役員に周知される体
制をとるものとする。
③ 平成12年６月より、経営の意思決定・
監督機能と業務執行機能を分離し、業務
執行の迅速化と業務執行責任の明確化を
図るため、執行役員制度を導入し、その
後、業務執行の強化策として、会長・社
長以外の取締役の役付と取締役への業務
委嘱をなくし、業務委嘱は執行役員に対
して行うこととしている。
④ 経営計画のマネジメントについては、
将来の事業環境を踏まえ、毎年策定され
る年度計画および中期経営計画に基づ
き、各部門において目標達成のために具
体策を立案、実行することとする。
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　 また、経営目標が当初の予定どおりに
進捗しているかを、取締役会への業務報
告を通じて定期的に検証を行う。
⑤ 日常の職務遂行に際しては、決裁規
程、職務権限規程、業務分掌規程等に基
づき、権限の委譲が行われ、各責任者が
その権限に則り業務を遂行する。

(6) 不二サッシグループにおける業務の適正
を確保するための体制
① 総合企画部関連事業部（以下、「関連
事業部」という。）は、関係会社管理規
程に基づき、子会社・関連会社（以下、
「子会社等」という。）の管理業務の総括
を行うとともに、所管する部門長（以
下、「関係部門長」という。生産関係会
社は生産管理部長、販売関係会社は営業
企画部長、海外関係会社は海外事業部
長）と協議し、子会社等の指導、育成の
ため適切な助言を行う。
② 関連事業部および関係部門長は、子会
社等が行う重要事項等について、審査、
検討を行い、当社の決裁を受けるものと
し、また、事業計画に基づく子会社等の
経営内容を把握するため、必要に応じて
財務諸表、借入金残高報告書等の書類を
求め、確認および検討を行う。上記体制
の強化のため関係会社管理規程を改訂
し、当社に事前申請または事後報告する
事項を具体的に定めるとともに、意思決
定プロセスを明確にした。また、子会社
等の内部統制に関する諸規程の整備を実
施した。
③ 子会社等の株主総会に対する当社の議
決権行使および委任に関する事項は、当
社担当役員の決裁に基づいて行使する。

④ 監査部は、内部監査規程に準拠して、
子会社等に対して必要の都度、会計監査
および業務監査を行うものとする。な
お、財務報告に関する内部統制の強化を
図るため平成21年３月に監査部に内部統
制室を新設した。
⑤ 子会社等に損失等の危機が発生し、関
連事業部がこれを把握した場合には、直
ちに発見された損失の危機の状況、発生
する損失の程度および当社に対する影響
　等について、当社の代表取締役、担当部
門および緊急対策検討委員会に速やかに
報告される体制を構築・整備した。
⑥ 子会社等の監査役には、当社の使用人
等が兼務することとし、子会社等の取締
役の業務監査および会計監査（または会
計監査のみ）を行うものとする。
⑦ 公害防止、環境保全に関する統括管理
については、前述のとおり、「環境管理
連絡会」において、不二サッシグループ
の公害防止対策に関する体制を整備して
いる。
⑧ 定期的に当社および子会社等の社長に
よる社長会を開催し、円滑な企業グルー
プ活動と営業の諸問題等の解決を図り、
相互協調を促進するものとする。

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を
置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項
　現在、会社法の主旨に則り、兼任の監査役
会事務局スタッフ１名を配置しているが、今
後、監査役から要請があった場合には、監査
役の職務を補助すべき使用人について、配置
すべき部門、専任・兼任の取り決めおよびそ
の人選や地位等について、監査役と協議のう
え定めるものとする。
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(8) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締
役からの独立性に関する事項

　監査役の職務を補助すべき使用人の異動に
ついては、監査役と協議のうえ決定し、その
使用人の人事考課については、監査役の意見
を反映して決定するものとする。

(9) 取締役および使用人が監査役に報告をす
るための体制その他の監査役への報告に関
する体制
① 取締役は、会社に著しい損害をおよぼ
すおそれのある事実があることを発見し
たときは、法令に従い、直ちに監査役に
報告する。
② 監査役は、取締役会の他、重要な意思
決定の過程および業務の執行状況を把握
するため、経営会議などの重要な会議に
出席するとともに、主要な決裁書その他
業務執行に関する重要な文書を閲覧し、
必要に応じて取締役または使用人にその
説明を求めるものとする。
③ 監査役は、監査部その他関係部門およ
び子会社等の監査役と緊密な連係を保
ち、必要に応じて内部統制システム構築
に係る活動状況、監査部その他関係部門
および子会社等の監査役の活動状況、業
績および業績見込みの発表内容、重要開
示書類の内容、「不二サッシ企業倫理ホ
ットライン」の運用状況等について報告
を求めることができる。

④ 監査役は、監査役会において、職務の
遂行上知り得た情報を、他の監査役と共
有するよう努めるものとする。

(10)その他監査役の監査が実効的に行われ
ることを確保するための体制
① 監査役会は、重要性、適時性その他必
要な要素を考慮して、監査方針をたて、
適切に監査対象および方法を選定し、監
査計画を作成するものとする。
② 監査役会は、組織的かつ効率的に監査
を実施するため、監査業務の分担を定め
るものとする。
③ 代表取締役と監査役との間で、定期的
に意見交換会を行うものとする。
④ 監査役は、当社の会計監査人である東
陽監査法人から、会計監査の内容につい
て説明を受けるとともに、情報の交換を
行うなど、連係を図っていくものとす
る。
⑤ 監査役は、監査の実施にあたり必要と
認めるときは、顧問弁護士、会計監査
人、コンサルタントその他、監査役協
会、外部アドバイザー等に意見を求める
ことができる。

　

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　＜備考＞本事業報告は、次により記載しております。

1． 百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
なお、１株当たり当期純損益は四捨五入により表示しております。

2． 千株単位の株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
3． 比率は四捨五入により表示しております。
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連結計算書類
連結貸借対照表 （平成25年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) 78,208 (負 債 の 部) 67,760

流 動 資 産 50,466 流 動 負 債 51,855
現 金 及 び 預 金 12,763 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 19,198
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 19,293 短 期 借 入 金 21,907
商 品 及 び 製 品 1,223 リ ー ス 債 務 87
仕 掛 品 12,443 未 払 法 人 税 等 178
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 3,256 前 受 金 7,046
販 売 用 不 動 産 210 役 員 賞 与 引 当 金 4
繰 延 税 金 資 産 784 工 事 損 失 引 当 金 93
そ の 他 1,438 資 産 除 去 債 務 98
貸 倒 引 当 金 △946 そ の 他 3,241

固 定 資 産 27,742 固 定 負 債 15,905
有形固定資産 23,567 長 期 借 入 金 2,749
建 物 及 び 構 築 物 35,653 リ ー ス 債 務 175
減 価 償 却 累 計 額 △28,550 7,103 繰 延 税 金 負 債 159
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 43,740 再評価に係る繰延税金負債 447
減 価 償 却 累 計 額 △41,905 1,835 退 職 給 付 引 当 金 11,557
土 地 13,158 資 産 除 去 債 務 179
リ ー ス 資 産 382 そ の 他 636
減 価 償 却 累 計 額 △136 246 (純 資 産 の 部) 10,447
そ の 他 14,919 株 主 資 本 9,046
減 価 償 却 累 計 額 △13,695 1,223 資 本 金 1,709

無形固定資産 168 資 本 剰 余 金 814
そ の 他 168 利 益 剰 余 金 6,530
投資その他の資産 4,006 自 己 株 式 △8
投 資 有 価 証 券 1,951 その他の包括利益累計額 1,277
長 期 貸 付 金 41 その他有価証券評価差額金 202
繰 延 税 金 資 産 643 土 地 再 評 価 差 額 金 1,471
そ の 他 2,127 為 替 換 算 調 整 勘 定 △396
貸 倒 引 当 金 △757 少数株主持分 123
資 産 合 計 78,208 負 債 及 び 純 資 産 合 計 78,208
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連結損益計算書 （平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 92,126
売 上 原 価 78,642
売 上 総 利 益 13,483
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,742
営 業 利 益 2,740
営 業 外 収 益
受 取 利 息 30
受 取 配 当 金 27
保 険 配 当 金 53
受 取 賃 貸 料 30
受 取 保 険 金 94
そ の 他 106 342
営 業 外 費 用
支 払 利 息 623
手 形 売 却 損 43
そ の 他 73 740
経 常 利 益 2,342
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 10 10
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 74
災 害 に よ る 損 失 64
そ の 他 35 174
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,177
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 247
法 人 税 等 調 整 額 △1,225 △977
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 3,155
少 数 株 主 利 益 35
当 期 純 利 益 3,119
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連結株主資本等変動計算書 （平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合 計

平成24年４月１日残高 1,709 814 3,763 △8 6,279
連結会計年度中の変動額
当 期 純 利 益 3,119 3,119
自己株式の取得 △0 △0
在外連結子会社の機能通貨変更に伴う増減 △352 △352
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 - - 2,766 △0 2,766
平成25年３月31日残高 1,709 814 6,530 △8 9,046

その他の包括利益累計額
少数株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利
益累計額合計

平成24年４月１日残高 △16 1,488 △911 560 81 6,920
連結会計年度中の変動額
当 期 純 利 益 3,119
自己株式の取得 △0
在外連結子会社の機能通貨変更に伴う増減 350 350 △1
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額） 219 △17 163 366 42 408

連結会計年度中の変動額合計 219 △17 514 717 42 3,526
平成25年３月31日残高 202 1,471 △396 1,277 123 10,447
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成25年５月21日

不二サッシ株式会社
　取 締 役 会 御 中

東陽監査法人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 野 口 准 史 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 恩 田 正 博 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、不二サッシ株式会社の平成24年4月1日から平成25年
3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、不二サッシ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類
貸借対照表 （平成25年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) 52,966 (負 債 の 部) 45,445

流 動 資 産 25,699 流 動 負 債 37,890
現 金 及 び 預 金 6,366 支 払 手 形 10,136
受 取 手 形 3,424 買 掛 金 4,634
売 掛 金 4,836 短 期 借 入 金 14,800
商 品 及 び 製 品 871 一年以内返済予定長期借入金 1,042
仕 掛 品 8,305 リ ー ス 債 務 46
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 76 未 払 金 78
販 売 用 不 動 産 210 未 払 費 用 449
前 払 費 用 430 未 払 法 人 税 等 61
短 期 貸 付 金 153 前 受 金 5,541
未 収 入 金 1,321 預 り 金 619
立 替 金 221 前 受 収 益 15
繰 延 税 金 資 産 438 工 事 損 失 引 当 金 72
そ の 他 14 資 産 除 去 債 務 94
貸 倒 引 当 金 △970 そ の 他 297

固 定 資 産 27,266 固 定 負 債 7,554
有形固定資産 13,931 長 期 借 入 金 738
建 物 21,949 リ ー ス 債 務 100
減 価 償 却 累 計 額 △17,548 4,400 退 職 給 付 引 当 金 6,221
構 築 物 1,882 資 産 除 去 債 務 128
減 価 償 却 累 計 額 △1,680 201 そ の 他 366
機 械 及 び 装 置 8,018
減 価 償 却 累 計 額 △7,659 358
車 両 運 搬 具 86
減 価 償 却 累 計 額 △86 0
工 具 器 具 備 品 7,387
減 価 償 却 累 計 額 △7,337 50
土 地 8,774
リ ー ス 資 産 197
減 価 償 却 累 計 額 △59 138
建 設 仮 勘 定 5
無形固定資産 43 (純 資 産 の 部) 7,521
ソ フ ト ウ ェ ア 32 株 主 資 本 7,401
そ の 他 11 資 本 金 1,709
投資その他の資産 13,292 資 本 剰 余 金 791
投 資 有 価 証 券 1,200 資 本 準 備 金 791
関 係 会 社 株 式 10,623 利 益 剰 余 金 4,907
出 資 金 0 そ の 他 利 益 剰 余 金 4,907
従業員に対する長期貸付金 23 繰 越 利 益 剰 余 金 4,907
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 2,915 自 己 株 式 △7
敷 金 及 び 保 証 金 291
破 産 更 生 債 権 等 522
長 期 前 払 費 用 1
繰 延 税 金 資 産 63 評価・換算差額等 120
そ の 他 160 その他有価証券評価差額金 120
貸 倒 引 当 金 △2,511

資 産 合 計 52,966 負 債 及 び 純 資 産 合 計 52,966
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損益計算書 （平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 49,029
売 上 原 価 43,137
売 上 総 利 益 5,891
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,204
営 業 利 益 687
営 業 外 収 益
受 取 利 息 19
受 取 配 当 金 401
保 険 配 当 金 53
受 取 賃 貸 料 277
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 122
そ の 他 99 974
営 業 外 費 用
支 払 利 息 457
手 形 売 却 損 24
賃 貸 費 用 295
そ の 他 35 813
経 常 利 益 847
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 0 0
特 別 損 失
災 害 に よ る 損 失 64
損 害 賠 償 金 85
そ の 他 0 150
税 引 前 当 期 純 利 益 697
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △215
法 人 税 等 調 整 額 △581 △796
当 期 純 利 益 1,494
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株主資本等変動計算書 （平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越

利益
剰余金

平成24年４月１日残高 1,709 791 791 3,413 3,413 △7 5,907
事業年度中の変動額
当 期 純 利 益 1,494 1,494 1,494
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 - - - 1,494 1,494 △0 1,494
平成25年３月31日残高 1,709 791 791 4,907 4,907 △7 7,401

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

平成24年４月１日残高 △66 △66 5,840
事業年度中の変動額
当 期 純 利 益 1,494
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 186 186 186

事業年度中の変動額合計 186 186 1,680
平成25年３月31日残高 120 120 7,521
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成25年５月21日

不二サッシ株式会社
　取 締 役 会 御 中

東陽監査法人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 野 口 准 史 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 恩 田 正 博 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、不二サッシ株式会社の平成24年4月1日から平
成25年3月31日までの第32期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第32期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成
した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。
　

1． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、当期の監査の方針、職務の分担等監査計画を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける
ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の計画に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に
おいて業務及び財産の状況を調査いたしました。
　また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の
業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決
議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用
の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び東陽監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。
　子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）
を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて
説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及び
その附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について
検討いたしました。
2． 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告
の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、財務報告に係る内部統制の評価
及び監査は未了です。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
平成25年５月22日

不二サッシ株式会社 監査役会
常勤監査役 原 田 賢二郎 ㊞
常勤監査役 児 嶋 良 造 ㊞
社外監査役 木 村 博 一 ㊞
社外監査役 妹 尾 佳 明 ㊞

以 上
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事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで
定時株主総会 毎年６月に開催
期末配当基準日 ３月31日
中間配当基準日 ９月30日
その他の基準日 上記の他、必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

( )郵送物送付先
お 問 合 せ 先

〒168−0063 東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
TEL.0120−782−031（フリーダイヤル）

単 元 株 式 数 100株
公 告 方 法 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公

告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
公告掲載URL http://www.fujisash.co.jp/

不二サッシ株式会社
〒212−0058
神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目１番２号 Tel.（044）520−0034
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